
決定区分
不開示の部分及び
理由

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

1 開　　　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

3 R7.4.22
心理・職能意見
書

社会福祉課 心理・職能意見書 R7.4.25

2 R7.4.21
障害児通所支援
支給意見書

社会福祉課
障害児通所支援支
給意見書

R7.5.2

開示請求者以外の個人に
関する情報
　障害児通所支援支給意
見書に記載された「医師
氏名」及び押印された
「印影」は、開示請求者
以外の個人に関する情報
であって、特定の個人を
識別することができるも
のであり、個人情報の保
護に関する法律第７８条
第１項第２号の不開示情
報に該当するため。

開示方法 備　　考

1 R7.4.9
身体障害者診断
書・特別障害者
手当診断書

社会福祉課

身体障害者診断
書・意見書（肢体
不自由用）
特別障害者手当認
定診断書（肢体不
自由用）

R7.4.16

開示請求者以外の個人に
関する情報
　身体障害者診断書・意
見書（肢体不自由用）お
よび特別障害者手当認定
診断書（肢体不自由用）
に記載された「医師氏
名」及び押印された「印
影」は、開示請求者以外
の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
１項第２号の不開示情報
に該当するため。

令　和 ７年 度 自 己 情 報 開 示 等 請 求 一 覧

整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本等職務上請求
書（戸籍法１０条の２第
３項から第５項までの規
定による請求）に記載の
本籍、筆頭者の氏名、請
求に係る者の氏名、生年
月日、業務の種類、依頼
者の氏名又は名称、上記
に該当する具体的な事由
は請求者以外の個人に関
する情報であって、特定
の個人を識別することが
できるものであり、個人
情報の保護に関する法律
第７８条第２号に該当す
るため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

5 R7.4.28

戸籍謄本等職務
上請求書（戸籍
法１０条の２第
３項から第５項
までの規定によ
る請求）

市民課

戸籍謄本等職務上
請求書（戸籍法１
０条の２第３項か
ら第５項までの規
定による請求）

R7.5.8

4 R7.4.24
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.4.28

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の、業務の種類、依頼者
の氏名、提出先の一部内
容については開示請求者
以外の個人に関する情報
であって、特定の個人を
識別することができるも
のであり、個人情報の保
護に関する法律第７８条
第２号に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の本籍、筆頭者の氏名、
請求に係る者の氏名、生
年月日、業務の種類、依
頼者の氏名、提出先の一
部内容、欄外記載の一部
については開示請求者以
外の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
２号に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

7 R7.5.13
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.5.19

6 R7.5.13
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.5.19

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の請求に係る者の氏名欄
の一部、業務の種類、依
頼者の氏名、提出先の一
部内容については開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第２号に該当するた
め。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の本籍、筆頭者の氏名、
請求に係る者の氏名、生
年月日、業務の種類、依
頼者の氏名、提出先の一
部内容については開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第２号に該当するた
め。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

8 R7.5.13
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.5.19

開示請求者以外の個人に
関する情報
　身体障害者診断書・意
見書（聴覚・平衡・音
声・言語又はそしゃく機
能障害用）に記載された
「医師氏名」及び押印さ
れた「印影」は、開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第１項第２号の不開
示情報に該当するため。

9 R7.5.29
身体障害者診断
書・意見書

社会福祉課

身体障害者診断
書・意見書（聴
覚・平衡・音声・
言語又はそしゃく
機能障害用）

R7.6.5



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

開示請求者以外の個人に
関する情報
　診断書（精神障害者保
健福祉手帳用）に記載さ
れた「医師氏名」及び
「指定医番号」は、開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第１項第２号の不
開示情報に該当するた
め。

11 R7.6.5
診断書（令和３
年、令和５年）

社会福祉課
診断書（精神障害
者保健福祉手帳
用）

R7.6.9

10 R7.5.30
身体障害者診断
書・意見書

社会福祉課

身体障害者診断
書・意見書（ぼう
こう又は直腸機能
障害用）

R7.6.5

開示請求者以外の個人に
関する情報
　身体障害者診断書・意
見書（ぼうこう又は直腸
機能障害用）に記載され
た「医師氏名」及び押印
された「印影」は、開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第１項第２号の不
開示情報に該当するた
め。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

開示請求者以外の個人に
関する情報
　相談内容一覧表及び相
談記録に記載された「氏
名」は、開示請求者以外
の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
１項第２号の不開示情報
に該当するため。

①の担当
社会福祉課
②の担当
健康増進課

13 R7.7.9

請求者の子に関
して、市が本人
や家族を含めて
支援した文書、
ケース会議、自
立支援会議等の
文書記録

社会福祉課
①相談内容一覧表
②相談記録

R7.7.23

12 R7.6.17
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等請求書
（司法書士用）

R7.6.19

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等請求書（司法書士
用）に記載の本籍、筆頭
者の氏名、戸籍法第１０
条第１項又は住基法第１
２条第１項に基づく請求
の代理請求欄、自己の権
利を行使し、又は義務を
履行するために戸籍・住
民票等の記載事項を確認
する必要がある場合欄に
ついては開示請求者以外
の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
２号に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 1 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 1 不 開 示 写しの郵送

上記期間での対象文書
の存在がないため16 R7.7.16

令和７年１月１
日から令和７年
７月１５日まで
に申請された戸
籍謄本等職務上
請求書及び戸籍
等交付申請書

市民課

戸籍謄本等職務上
請求書及び戸籍等
交付申請書（令和
７年１月１日～令
和７年７月１５日
申請分）

R7.7.24

15 R7.7.10

令和７年６月１
日から令和７年
７月９日までに
申請された戸籍
謄本等職務上請
求書及び戸籍等
交付申請書

市民課

戸籍謄本等職務上
請求書及び戸籍等
交付申請書（令和
７年６月１日～令
和７年７月９日申
請分）

R7.7.15
上記期間での対象文書
の存在がないため

開示請求者以外の個人に
関する情報
　相談内容一覧表及び相
談記録に記載された「氏
名」は、開示請求者以外
の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
１項第２号の不開示情報
に該当するため。

①の担当
社会福祉課
②の担当
健康増進課

14 R7.7.9

請求者の子に関
して、市が本人
や家族を含めて
支援した文書、
ケース会議、自
立支援会議等の
文書記録

社会福祉課
①相談内容一覧表
②相談記録

R7.7.23



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本等請求書（弁
護士業務用）に記載の請
求に係る者の氏名、生年
月日、権利の行使又は義
務の履行のために戸籍の
記載事項の確認を必要と
する理由については開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第２号に該当する
ため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

18 R7.7.23
戸籍謄本等請求
書（弁護士業務
用）

市民課
戸籍謄本等請求書
（弁護士業務用）

R7.7.24

17 R7.7.18
戸籍謄本等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.7.24

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の業務の種類、依頼者の
氏名又は名称、上記に該
当する具体的事由につい
ては開示請求者以外の個
人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるものであ
り、個人情報の保護に関
する法律第７８条第２号
に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の本籍、筆頭者の氏名、
請求に係る者の氏名、生
年月日、業務の種類、依
頼者の氏名又は名称、上
記に該当する具体的事由
の一部、使者氏名につい
ては開示請求者以外の個
人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるものであ
り、個人情報の保護に関
する法律第７８条第２号
に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

20 R7.8.12
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.8.19

19 R7.7.23
心理・職能意見
書

社会福祉課 心理・職能意見書 R7.7.28



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

開示請求者以外の個人に
関する情報
　幸手市委託相談（一般
的な相談支援）報告書に
記載された氏名等は、開
示請求者以外の個人に関
する情報であって、特定
の個人を識別することが
できるものであり、個人
情報の保護に関する法律
第７８条第１項第２号の
不開示情報に該当するた
め。

22 R7.8.26

市が委託運営し
ている埼葛北障
がいセンターふ
れんだむ及び埼
葛北障害者生活
支援センターひ
らのにおける請
求者の子とその
家族に関わる全
ての計画相談、
相談支援(２０
１９．２．２７
初）の全ての記
録

社会福祉課
幸手市委託相談
（一般的な相談支
援）報告書

R7.9.9

21 R7.8.26

市が委託運営し
ている埼葛北障
がいセンターふ
れんだむ及び埼
葛北障害者生活
支援センターひ
らのにおける請
求者の子とその
家族に関わる全
ての計画相談、
相談支援(２０
１９．２．２７
初）の全ての記
録

社会福祉課
幸手市委託相談
（一般的な相談支
援）報告書

R7.9.9

開示請求者以外の個人に
関する情報
　幸手市委託相談（一般
的な相談支援）報告書に
記載された氏名等は、開
示請求者以外の個人に関
する情報であって、特定
の個人を識別することが
できるものであり、個人
情報の保護に関する法律
第７８条第１項第２号の
不開示情報に該当するた
め。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

開示請求者以外の個人に
関する情報
　身体障害者診断書・意
見書（視覚障害用）に記
載された「医師氏名]及
び押印された「印影」
は、開示請求者以外の個
人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるものであ
り、個人情報の保護に関
する法律第７８条第１項
第２号の不開示情報に該
当するため。

24 R7.9.10
身体障害者診断
書・意見書（視
覚障害用）

社会福祉課
身体障害者診断
書・意見書（視覚
障害用）

R7.9.24

23 R7.9.4
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.9.10

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の請求に係る者の氏名、
生年月日、業務の種類、
依頼者の氏名又は名称、
上記に該当する具体的事
由の一部については開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第２号に該当する
ため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

26 R7.10.14
事故発生状況報
告書の写し等職
務上請求書

保険年金課
事故発生状況報告
書

R7.10.21

25 R7.9.17 診断書 社会福祉課
診断書（精神障害
者保健福祉手帳
用）

R7.9.22

開示請求者以外の個人に
関する情報
　診断書（精神障害者保
健福祉手帳用）に記載さ
れた「医師氏名」、「指
定医番号」および押印さ
れた「印影」は、開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第１項第２号の不開
示情報に該当するため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 1 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の業務の種類、依頼者の
氏名又は名称、上記に該
当する具体的事由の一部
については開示請求者以
外の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
２号に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

28 R7.11.26
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R7.12.2

27 R7.11.18
戸籍謄本等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本等職務上
請求書

R7.11.27

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本等職務上請求
書に記載の業務の種類、
依頼者の氏名又は名称、
上記に該当する具体的事
由の一部については開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第２号に該当する
ため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

29 R7.11.28

自立支援医療
（精神通院医
療）意見書（診
断書）

社会福祉課

自立支援医療（精
神通院医療）意見
書（診断書）（令
和４年・令和６年
分）

R7.12.8

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　自立支援医療（精神通
院医療）意見書（診断
書）に記載された「医師
氏名」は、開示請求者以
外の個人に関する情報で
あって、特定の個人を識
別することができるもの
であり、個人情報の保護
に関する法律第７８条第
２号に該当するため。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

30 R7.12.10
令和７年７月７
日付３区長連名
の区長要望

くらし防災
課

令和７年７月７日
付３区長連名の要
望書

R7.12.16

・開示請求者以外の個人
に関する情報
　要望書に記載された要
望者欄の住所及び電話番
号は、開示請求者以外の
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるものであ
り、個人情報の保護に関
する法律第７８条第２号
に該当するため。



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の本籍、筆頭者の氏名、
請求に係る者の氏名、生
年月日、業務の種類、依
頼者の氏名又は名称、上
記に該当する具体的事由
の一部については開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第２号に該当するた
め。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

32 R8.1.9
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R8.1.14

31 R7.12.11 心理職能意見書 社会福祉課 心理・職能意見書 R7.12.17



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 1 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 1 写しの郵送

(1)開示請求者以外の個
人に関する情報
　戸籍謄本・住民票の写
し等職務上請求書に記載
の本籍、筆頭者の氏名、
請求に係る者の氏名、生
年月日、業務の種類、依
頼者の氏名又は名称、上
記に該当する具体的事由
の一部については開示請
求者以外の個人に関する
情報であって、特定の個
人を識別することができ
るものであり、個人情報
の保護に関する法律第７
８条第２号に該当するた
め。
(2)押印された印影
　事業を行う上での内部
管理に関する情報であっ
て、公にすることによ
り、事業を営む個人の権
利利益を害するおそれが
あるものであり、個人情
報の保護に関する法律第
７８条第３号に該当する
ため。

33 R8.1.26
戸籍謄本・住民
票の写し等職務
上請求書

市民課
戸籍謄本・住民票
の写し等職務上請
求書

R8.2.2

34 R8.3.6
R３時に取得し
た障害者手帳の
写し

社会福祉課
精神障害者保健福
祉手帳の写し

R8.3.16



決定区分
不開示の部分及び
理由

開示方法 備　　考
整理
番号

受付日
記録の名称又は

内容
請求内容の区分 担当課

開示等の個所及び
内容

決定日

決　定　の　内　容

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

1 開　　　　示 1 開　　示 閲　　　覧

訂　　　　正 　

削　　　　除 部分開示 1 写しの交付

目的外利用等

 中　　　　止 不 開 示 写しの郵送

36 R8.3.31
家屋の評価調書

税務課
家屋に係る家屋平
面図及び再建築費
評点表

R8.4.13

開示請求者以外の個人に
関する情報
　身体障害者診断書・意
見書（肢体不自由用）に
記載された「医師氏名]
及び押印された「印影」
は、開示請求者以外の個
人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるものであ
り、個人情報の保護に関
する法律第７８条第１項
第２号の不開示情報に該
当するため。

35 R8.3.16
身体障害者診断
書・意見書（肢
体不自由用）

社会福祉課
身体障害者診断
書・意見書（肢体
不自由用）

R8.3.19


